
平成２８年度「みやぎ発展税」の活用施策の概要について 

１ 「みやぎ発展税」の概要 

納税 
義務者 

県内に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人（法人事業税に同じ） 
（※資本金等が１億円以下かつ所得金額が４千万円以下の法人は対象外） 

課税 
概要 

県税条例に定める法人事業税の税率の1.05倍（法人事業税の超過課税） 

課税 
期間 

平成20年3月1日から 
平成30年2月28日まで 

管理
方法 

「富県宮城推進基金」
にて管理 

税収の
使途 

主な 
成果 

 
産業振興 
パッケージ 

 
震災対策 
パッケージ 

・企業集積促進 
・中小企業技術高度化支援 
・人づくり支援 
・地域産業振興促進 

・災害に対応する 
  産業活動基盤の強化 
・ 防災体制の整備 

県内総生産 
目標：10兆円 

地震等被害 
最小限化 

佐沼大橋・耐震補強 立地奨励金 産業 
振興 

産業 
振興 

震災 
対策 

大衡ＩＣ等整備 

▽ 「みやぎ発展税（H20年3月導入）」を活用した産業振興及び震災対策施策は， 
 県内への産業集積と東日本大震災等の被害軽減に着実に貢献 

２ Ｈ２８活用方針 

 今後，我が県が「宮城の将来ビジョン」に掲げる宮城の将来像の実現及び「宮城県震災
復興計画」に基づく震災からの復興を迅速かつ着実に進めるためには，将来的にも安定し
た経済基盤を構築するとともに，大震災の教訓を踏まえた真に災害に強い県土づくりを推
進していくことが重要です。 

 このため，引き続き県内総生産１０兆円の達成及び県内産業の再興を目指す産業振興
施策（「産業振興パッケージ」）と地震等被害最小限化施策（「震災対策パッケージ」）の２つ
の分野に絞り， 「宮城県地方創生総合戦略」も踏まえながら，効率的・効果的な活用を
図っていきます。 

項目 事業数 
活用額 

※単位：千円 
活用額が増加した主な取組 

【※20,000千円以上】 

発展税活用額合計 
40 

（+4） 4,591,982 (+1,420,829) － 

  

産業振興ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
34 

（+4） 4,403,363 (+1,475,332) － 

  

企業集積促進 
5 

（-1） 3,231,078 (+988,093) 企業立地奨励金 +1,000,000千円 

中小企業 
技術高度化支援 

8 
（+1） 270,979 (+40,055) 

自動車関連産業特別支援 
         ＋37,822千円 

人づくり支援 
5 

（±0） 62,831 (▲227) － 

地域産業振興 
促進 

16 
（+4） 838,475 (+447,411) 

水素ステーション導入促進 
          ＋380,000千円 

宮城UIJターン助成金 
＋30,000千円 

小規模事業者伴走型支援 
体制強化       +20,000千円 

震災対策ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
6 

（±0） 188,619 (▲54,503) － 

災害に対応する
産業活動基盤の
強化 

1 
（±0） 105,921 (▲55,245) － 

防災体制の整備 
5 

（±0） 82,698 (+742) － 

▽ 引き続き「産業振興」 と 「震災対策」 に絞り活用  

３ Ｈ２８活用施策 

【参考】富県宮城推進基金の概要 

▽ みやぎ発展税の税収を富県宮城推進基金に積み立てて，その後当該基金 
 からの一般会計繰入金として活用事業に充当  
 ⇒ 当該年度の税収額と使途を明確化 

大衡IC～仙台塩釜港 
 約1時間 ⇒ 24分 
 （整備前）  （整備後） 

立地件数：188件(H20～H26) 
雇用創出数：10,081名 

対象橋梁数：11 

当初は平成25年2月末まで 
平成24年9月に期間を5年延長 

富県宮城 
の実現 

※表中括弧内は，前年度比 

※１ H28増減の充当額には，H27からの繰越額を含まない。 
※２ H28末残高については，立地決定した企業や今後立地する企業への奨励金交付等に活用する 
   方針としている。 

ものづくり 
産業の集積 

リードタイム 
短縮に貢献 

震災時も落橋せず， 
緊急輸送道路として 

早期復旧に貢献 

H27末残高 
H28増減 

H28末残高 
積立額 充当額 計 

13,337百万円 +4,277百万円 ▲4,592百万円 ▲315百万円 13,022百万円 

○基金残高の推移見込 


